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公益法人制度改革
～これからどうなる公益法人～
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本資料の全内容におきまして、当社の許可なく再配布、転載、複製等はされませんよう、くれぐれもご配慮のほどよろしくお願い申し上げます。

全日本不動産近畿流通センター主催 公益法人制度勉強会
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公益法人制度改革

１. 従来の公益法人の状況
●従来の公益法人の状況
●公益法人改革に至る背景・現状の様々な問題点

２. 公益法人制度改革の概要
●公益法人制度改革の目的
●公益法人制度改革の概要
●新制度における公益法人の選択肢

３. 公益社団・財団法人／一般社団・財団法人の主な相違点
●公益社団・財団法人／一般社団・財団法人の主な相違点
●一般社団・財団法人、公益社団・財団法人のメリット・デメリット

４. 特例民法法人から公益社団・財団法人への移行認定
●公益認定基準 （公益目的事業・収支相償・収益事業区分）
●公益目的事業 チェックポイント

５. 特例民法法人から一般社団・財団法人への移行認可
●一般認可基準
●公益目的支出計画

６. 新制度における税制
●法人税法の３つ区分（税率・みなし寄付金など）
●寄付した側の税制（個人・法人）

７. 新制度における会計基準
●３つの会計基準と計算書類・財務諸表等
●新・新会計基準（平成２０年改正）の概要など

８．質疑・応答
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従来の公益法人の状況について

日本の公益法人制度は、明治２９年の民法制定とともに始まり、以来約１世紀にわたって、民間非営利部門に
大きな役割を果たしています。公益法人は旧民法第３４条（新制度により廃止）に基づき、主務官庁の許可を
得て設立され、様々な活動を行ってきました。

内 特定公益増進法人 約９００団体
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公益法人制度改革に至る背景

１. 行政改革の一環
● 主務官庁との癒着
● 主務官庁の裁量権に基づく許可の不明瞭性
● 税制優遇などの不祥事
● 官僚の天下り先になっている

２. 現在の公益性とのズレ
● 公益性を失った法人が公益法人として存在している。
● 公益の考え方のずれ（ゴルフ場がなぜ公益法人？）
● 情報開示（ディスロジャー）ができていない
● 税制優遇など不正に使う公益法人
● 法人の運営（ガバナンス）に問題がある。

３. 近年のＮＰＯやボランティア団体の活躍
● ニーズの多様化により、行政の限界
● 民間ボランティアの活躍と重要性
● なかなか社団・財団法人の許可してくれない
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１１０年ぶり 公益法人制度改革

公益法人制度改革 公益法人にとって大きな転機

１． 「法制度」の改革・・・・ １１０年ぶり

２． 「税制」の改革 ・・・・ ６０年ぶり

３． 「会計基準」の改革・・・ ２０年ぶり

公益法人制度改革の目的
① 民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、民による公益の増進に寄与

② 主務官庁の裁量権に基づく許可の不明瞭性など従来の公益法人の問題点を解決

① 法人法 ・・・ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

② 認定法 ・・・ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

③ 整備法 ・・・ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
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公益法人制度の概要

●税との関係
法人格と税の優遇が連動
・法人税は収益事業のみ課税
・さらに一定の要件を満たす特定公益
増進法人は、寄付金優遇

●税との関係
公益性を認定された法人
これに寄付する者について
税制上の優遇措置

主務官庁の裁量にバラツキ 平成２０年１２月１日以降

法人法

認定法

一般社団法人及び
一般財団法人に
関する法律

公益社団法人及び
公益財団法人の
認定に関する法律
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新制度における従来の公益法人の選択肢

H２０
１２／１

新
法

施
行

H２５
１１／３０移行期間 ５年間

【公益社団・財団法人へ移行申請】
●公益目的事業比率が５０／１００以上
●経理的基礎及び技術的機能を有すること
●法人関係者の特別の利益を与えないこと
●その他たくさんの基準

【一般社団・財団法人へ移行申請】
●公益目的支出計画が適正であり、かつ
確実に実施されると見込まれるものである
ことなど

認定
公益社団法人
公益財団法人

認可
一般社団法人
一般財団法人

申請せず
認定されず
許可されず

特例
民法法人

解散

従
来
の
公
益
法
人 ●名称も従来どおり

●従来の主務官庁が監督
●従来通りの税制措置

２階

１階

中２階

整備法
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公益社団法人・財産法人／一般社団・財団法人の相違点①

遊休財産制限

事業目的制限

支出制限

移行の認定・許可

の要件

名称

項目

一般社団法人 ○○○○

一般財産法人 △△△△

公益社団法人 ○○○○

公益財団法人 △△△△

●「法人法」に適合していること

●公益目的支出計画が適正かつ確実であること

→公益認定等委員会・都道府県の合議制の機関が
審査し、行政庁が認定を行う。

●「法人法」及び「認定法」に適合していること

●公益認定基準を遵守し、事業実施すること
が必要（１８の要件）

→公益認定等委員会・都道府県の合議制の機
関が審査し、行政庁が認定を行う。

●制限なし●１事業年度分の公益目的事業相当額が上
限

（公益目的事業に使っている固定資産・将来特
定費用準備金・特定の財産の取得のために
積み立てた財産は除く）

●公益目的支出計画実施中は、公益目的支出計画
に定めた実施事業等を着実に実施することが必
要

●それ以外については、法人の創意工夫により公益
的な事業はもとより柔軟な事業の展開が可能。

●公益目的事業を主たる事業にすること

●公益目的事業比率を５０／１００以上にしな
ければならない等公益認定基準を遵守し、
事業実施することが必要

●事業内容を変更するときは、変更に認定が
必要となる場合がある

一般社団・財産法人公益社団・財団法人
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公益社団法人・財産法人／一般社団・財団法人の相違点②

●原則、法人の自主的運営が可能

●公益目的支出計画実施中は、毎事業年度行政庁
に対して実施報告をする必要がある。

（公益目的支出計画が終了すれば報告も不要）

●公益等認定委員会・都道府県の合議制の機
関による報告要求・立ち入り調査・帳簿等検
査・質問権の行使・勧告・命令・認定の取り消し
がある。

●警察庁、国税庁への意見聴取権など

●法令に違反すれば認定の取り消しもあり

監督等

【一般社団法人】

●社員総会

●理事（１名以上）

●理事会（設置は任意）

●監事（設置は任意）

●会計監査人（負債２００億超えれば必ず置く）

【一般財団法人】

●評議員・評議員会・理事・理事会・監事・会計監査
人

【公益社団法人】

●社員総会

●理事

●理事会（必須・任期２年・定款で短縮可）

●監事（必須・任期４年・定款で最短２年）

●会計監査人（原則設置）

●同一親族１／３以下基準

●役員報酬支給基準を定めることなど

【公益財団法人】

●設置機関は、右に同じ

必要的設置機関

税制上の措置

項目

【非営利型法人】

●収益事業のみ課税

●みなし寄付金なし

●利子配当課税

（上記以外の法人は、普通法人と同じ税制）

●原則非課税（収益事業は課税）

●みなし寄付金損金算入あり

●利子配当非課税

●寄付金控除（特定公益増進法人と同じ）

一般社団・財産法人公益社団・財団法人
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公益社団・財団法人／一般社団・財団法人のメリット・デメリット

●公益認定基準（１８項目）のハードルが高い

●事業活動が自由が制限される

●事業の収入・費用に制限あり

●財産保持に関する制限（解散等の場合、財産
は原則国等・他の公益法人へ）

●公益認定受けるため、事業の大幅な変更を
余儀なくされ、会員の理解を得られないケー
スもでてくる。

●より高い信頼性を得ることができる

●税制が優遇

→みなし寄付金・利子配当非課税・寄付金控
除など

●寄付金控除のなどの優遇制度があり、

寄付金など集めやすい

●補助金等が比較的に受けやすい

公益社団・財団法人

●「一般」とは付くが、社団法人・財団法人という
名称は存続する

●「非営利性が徹底された法人」や「共益的活動
を目的とする法人」には、一部税制優遇は受
けられる。

●事業活動の自由化（自主的な運営）

●事業の収入・費用の制限なし

●財産保持に関する制限なし

メリット

●「公益」を名乗ることができない

●民法特例法人は、「公益目的支出計画実施中
は、事業や財産支出も、行政庁より拘束され
てしまう。

デメリット

項目 一般社団・財団法人
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公益社団・財産法人への移行認定
特例民法法人は、行政庁の認定を受け、公益社団・財団法人となることができます。

①事前準備

②認定の申請

③申請の審査

● 事業内容・財務内容・会計基準の見直しなど行う。
● 定款の見直しを行う

● 内閣総理大臣又は都道府県知事に、認定申請書を提出

● 公益認定等委員会・都道府県の合議制機関に諮問

④認定

公益社団法人又は
公益財団法人への
移行登記へ

⑤不認定

認定の再申請
一般社団法人又は
一般財団法人への
移行の許可申請へ

認定基準
① 定款の内容が法人法及び認定法に適合するものであること
② 認定法第５条（公益認定基準）に掲げる基準に適合するものであること
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公益法人認定基準（１８項目）①

１．公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。

２．公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

３．社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し
特別の利益を与えないものであること。

４．会社経営者、特定の個人、特定の団体などに寄附や特別の利益を与えない。

５．投機的な取引、高利の融資、公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を
行わないものであること。

６．当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を超えないものであること。

７．公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

８．公益目的事業比率が１００分の５０以上となると見込まれるものであること。

９．遊休財産額が１年間の公益目的事業の実施費用に準ずる額を超えないこと。

１０．理事（監事）の親族等の合計数が理事（監事）総数の３分の１を超えないこと。

１１．他の同一団体の理事（監事）、使用人等の合計数が理事（監事）の総数の
３分の１を超えないものであること。

１２．大規模法人の場合は、会計監査人を置いているものであること。

１３．役員、評議員に対する報酬等について、民間事業者と比べ不当に高額とならないこと。
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公益法人認定基準（１８項目）②

１４．一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
（１）社員の資格の得喪に関して、不当に差別的な取扱いをする条件がないこと。
（２）社員総会において行使できる議決権の数や、条件等に定款の定めがある場合には、
その定めが次のいずれにも該当するものであること。
ア 社員の議決権に関して、不当に差別的な取扱いをしない。
イ 社員の議決権に関して、会費等に応じて票などに差をつけない。

（３）理事会を置いているものであること。

１５．他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を
保有していないものであること。
ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない
場合として政令で定める場合は、この限りでないこと。

１６．公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びに
その維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。

１７．公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合
（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）において、規定する
公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の
取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の
公益法人等に贈与する旨を定款で定めているものであること。

１８．清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人等に
帰属させる旨を定款で定めているものであること。
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公益認定基準 公益目的事業とは

Ａ 学術、技芸、慈善その他公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって
Ｂ 「不特定」かつ「多数」の者の利益の増進に起用するもの

公益目的事業の定義 （認定法第２条第４号）

●事業ごとにチェック
●文章で申請
●認定にキーワードはきちんと
書くこと
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公益認定基準 公益目的事業比率 （別表Ｂ）

公益目的事業比率が５０／１００以上でなければならない。

総支出

公益事業費

収益・共益
事業費

管理費

・・・社会全般の利益、不特定多数の利益
に繋がる事業費

・・・収益事業や
会員のみ対象とした事業費

・・・法人の運営上必要な経費

１．事業の見直し・・・・共益事業から公益事業の転換

２．管理費の事業費への振替・・・人件費や減価償却費や賃借料など
事業費へ配布（配布基準）

３．将来の特定の事業積立金や無償の役務（ボランティア）の提供などを
実際に雇ったとした時の費用相当額を事業費相当額に入れる

対処方法
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公益認定基準 収支相償 （別表Ａ）

公益社団・財団法人は、公益目的事業に係る収入が、その実施に要する適正な費用を
償う額を超えない（収支相償）と見込まれるものでなければならない。
すなわち、公益目的事業は赤字でなければならないことを定めています。

この収支相償について、２段階で判定を行う。

第１段階

第２段階

各公益目的事業ごとに費用と収入を比較する。

（仮に収入の額が費用の額より大きくても、その差額を将来の
その事業の費用に充てる資金に繰り入れる場合は、収支相償の
基準に満たしているものとみなす。）

第１段階で計算した収支に加え、その他公益に係る費用と収入

を合計し、公益全体の収支を比較する。

（仮に収入の額が費用の額を上回った場合でも、将来の特定の
公益事業に充てる資金（特定費用準備資金）に繰り入れる場合や、
公益的な資産を取得する資金（公益資産取得資金）へ繰り入れる
場合には、収支相償の基準に満たしているものとみなす。）
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公益認定基準 遊休財産 （別表Ｃ）

「遊休財産額」とは、公益目的事業や収益事業等のために現在使用していない財産で、
かつ、今後も使用が見込まれない財産の合計額のことをいいます。
遊休財産の額が、１年分の公益事業費相当額を超えてはいけない。

遊休財産額の計算は、図のように純財産のうち、
①「拠出者の意思に従って使用・保有されている財産」
②「公益目的事業等に使用している固定資産」
③「特定費用準備資金や特定の財産の取得のために積み立てられた資産」 を控除したものとなります。

◆遊休財産額規制 （公益認定法第５条第９号及び第１６条）の概要

遊休財産額 ＝ 貸借対照表の純資産額 － 遊休とみなさないものの額

貸借対照表

資産

純資産

負債 純
資
産

拠出者の意思に従って使用・保有されている資産

公益目的事業等に使用している固定資産

・将来の特定の事業の費用の支出
・特定の財産の取得のために積み立てられた資産

遊休資産

※ 負債と重複部分については調整
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一般社団・財産法人への移行認可
特例民法人は、行政庁の認可を受け、一般社団・財団法人となることができます。

①事前準備

②認定の申請

③申請の審査

● 事業内容・財務内容・会計基準の見直しなど行う。
● 定款の見直しを行う
● 公益目的支出計画を作成する。

● 内閣総理大臣又は都道府県知事に、認定申請書を提出

● 公益認定等委員会・都道府県の合議制機関に諮問

④ 認可

一般社団法人又は
一般財団法人への
移行登記へ

⑤不認可

認可の再申請

認可基準
① 定款の内容が法人法に適合するものであること
② 法人移行時の純資産額を基礎に計算した公益目的財産額がある法人は、
作成した「公益目的支出計画」が適正であり、確実に実施すると見込まれるもの
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一般社団・財団法人への認可 公益目的支出計画

一般社団・財団法人へ移行認可する法人は、公益目的財産額に相当する金額を公益の目的のために
消費していく計画（公益目的支出計画）を作成することになります。
この公益目的支出計画に記載する、公益のために行う事業等を「実施事業等」といい、実施事業等として
他の公益団体等へ寄付してもかまいませんし、また公益的な赤字事業を公益目的財産額を使い切るまで
継続しても構いません。

公益目的支出計画の解説

計画実施のイメージ

公的目的財産を使いきれば、
行政庁の監督も終了し、自由に

国・地方公共団体、
学校法人・社会福祉法人など
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新制度における税制①

法人所得に対する税制

普通法人課税

●利子配当課税

上記以外

の法人

税率３０％

（８００万円

まで２２％）

収益事業のみ課税

●みなし寄付金なし

●利子配当課税

非営利型

法人一般社団法人・

一般財団法人

税率３０％

（８００万円

まで２２％）

【収益事業のみ課税・公益目的事業非課税】

●みなし寄付金あり

収益事業に属する資産から、公益目的事業に支出した金
額は、みなし寄付金として損金算入できる。

（その公益目的事業の実施のため必要な金額限度）

●利子配当非課税

公益社団法人・

公益財団法人

法人税率課税範囲種類
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新制度における税制②

公益社団・財団法人は、寄付も優遇される
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新制度における新会計基準

３つの会計基準と計算書類・財務諸表等

財務諸表

１．貸借対照表

２．正味財産増減計算書

３．キャッシュフロー計算書

（大規模公益法人のみ）（注２）

財務諸表

１．貸借対照表

２．正味財産増減計算書

３．財産目録

４．キャッシュフロー計算書

（大規模公益法人のみ）（注１）

計算書類

１．収支計算書

２．正味財産増減計算書

３．貸借対照表

４．財産目録
計算書類

財務諸表等

財務諸表等

１．附属明細書

２．財産目録（注３）

内部管理事項

１．収支予算書

２．収支計算書

ー

新制度の法人
旧民法３４条の法人

（特例民法法人の申請するまで）
対象法人

外部報告目的外部報告目的内部報告目的目的

公益法人会計基準

（平成２０年改正基準）

（新・新会計基準）

平成１６年改正基準

（新会計基準）

昭和６０年改正基準

（注１） 資産合計１００億円以上若しくは負債合計５０億以上又は経常収益の合計額が１０億円以上の民法３４条の法人
（注２） 収益の額、費用及び損失の額１０００億円以上又は負債合計５０億円以上の公益社団・財団法人
（注３） 公益社団・財団法人のみ
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新・新会計基準適用法人と経過措置

既
存
法
人

特
例
民
法
法
人

認定申請

認可申請

公益法人

一般法人

新
設
法
人

一
般
社
団
・財
団
法
人

認定申請

認可申請
しない

公益法人

一般法人

移行法人
（公益目的支出計画
完了していない法人）

移行法人以外

（注１） 図の網掛けは、公益法人会計基準（新・新会計基準適用）
（注２） 特例民法法人が、移行認定・認可を申請をする場合には、平成２０年１２月１日以降開始する

最初の事業年度終了後３ヶ月以内までの申請は、１６年改正基準を用いることができる。
（３月決算法人なら、平成２２年６月３０日までの移行申請するケースは、１６年改正基準ＯＫ）
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公益法人制度

質疑・応答


